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第１２回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋

今回説明し、意見を今回説明し、意見を
いただく事項

（宮城県）
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複数の治水・利水対策の立案について複数の治水・利水対策の立案について複数の治水・利水対策の立案について複数の治水・利水対策の立案について

○ や流域 特性 応じた治水 び流水 常な機能 維持 検討 あ

複数の治水 利水対策の立案に いて複数の治水 利水対策の立案に いて複数の治水 利水対策の立案に いて複数の治水 利水対策の立案に いて

○河川や流域の特性に応じた治水及び流水の正常な機能の維持の検討にあ
たっては 増田川圏域河川整備計画において想定している目標と同程度のたっては、増田川圏域河川整備計画において想定している目標と同程度の
目標を達成することを基本として立案する。目標を達成する とを基本として立案する。

○目的別の代替案の立案にあたっては、「ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目」に基づいて、幅広い方策を検討し、組み合わせて、複
数の対策案を立案する数の対策案を立案する。

治水に対する代替案 ２６方策治水に対する代替案 ：２６方策

流水の正常な機能の維持に対する代替案：１７方策流水の正常な機能の維持に対する代替案：１７方策

○対策案の検討範囲は 川内沢川本川及びその流域を中心とし 河川整備計○対策案の検討範囲は、川内沢川本川及びその流域を中心とし、河川整備計
画で予定している河道整備との関連も適切に評価する。

○川内沢川及び川内沢川流域において、明らかに不適当と考えられる結果とな
る場合、当該対策案を除く。

制度上 技術上 観点から極め 実現性が低 と考えられる案・制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案

効果が極めて小さいと考えられる案・効果が極めて小さいと考えられる案

・コストが極めて高いと考えられる案・コストが極めて高いと考えられる案

※：「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」抜粋※：「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」抜粋
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治水対策案の検討治水対策案の検討治水対策案の検討治水対策案の検討

【 を 策】

治水対策 ２６方策

【河川を中心とした対策】
１．ダム
２．ダムの有効活用

【流域を中心とした対策】
１３．雨水貯留施設
１４．雨水浸透施設２．ダムの有効活用

３．遊水地（調整池）等
４．放水路（捷水路）
５ 河道の掘削

１４．雨水浸透施設
１５．遊水機能を有する土地の保全
１６．部分的に低い堤防の存置
１７ 霞堤の存置５．河道の掘削

６．引堤
７．堤防の嵩上げ

１７．霞堤の存置
１８．輪中堤
１９．二線堤

８．河道内の樹木の伐採
９．決壊しない堤防
１０ 決壊しずらい堤防

２０．樹林帯等
２１．宅地の嵩上げ・ピロティ建築等
２２ 土地利用規制１０．決壊しずらい堤防

１１．高規格堤防
１２．排水機場

２２．土地利用規制
２３．水田等の保全
２４．森林の保全
２５ 洪水の予測 情報の提供等２５．洪水の予測・情報の提供等
２６．水害保険等

実現性 治水上の効果
2,8,9,11,12,13,14,15,16,17, 8 9 10 11 12 13 14

除外 除外

, , , , , , , , , ,
18,19,20,21,22,23,24,25,26

8,9,10,11,12,13,14,
23,24,25,26

選定結果

１．ダム
３．遊水地（調節池）等
４．放水路（捷水路）
５．河道の掘削

引堤６．引堤
７．堤防の嵩上げ

３



治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）治水対策案（総括表）
定量的に効

概略評価（メ対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果 果を見込め
るか

発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所
概略評価（メ
ニュー出し）

1
ダム（上流の川内沢ダム
＋中流の河川改修＋下流

河川を横過し専ら流水を貯留する。 ピーク流量
低減

○ 施設下流
○
上流にダム築造候補となる谷地形を有する。

○
施工中の下流の放水路や今後施工する中流の
河川改修に見合 た効果がある

○

対策案 方法

中流 改修 流
の放水路）

低減
施設 流 流 築 候 を有す 。

河川改修に見合った効果がある。

2
ダムの有効活用（ダム再
開発 再編 操作ル ル

既設のダムのかさ上げ、放流設備の改造、利水
容量の買い上げ、ダム間での容量の振替え、操
作ルールの見直し等により洪水調節能力を増 ピーク流量

○ 施設下流
×
川内沢川流域内に既設ダムはない2 開発・再編、操作ルール

の見直し等）

作ル ルの見直し等により洪水調節能力を増
強・効率化させ、下流河川の流量を低減させる
方策である。

ピ ク流量
低減

○ 施設下流 川内沢川流域内に既設ダムはない。 － ×

河川に沿った地域で、洪水流量の一部を貯留
ピ ク流量

○
中流 遊水地適地となる水 が広がる 地域

○
施 中 流 放水路や今後対策が必要な中

3 遊水地（調節池）等
河川に沿った地域で、洪水流量の 部を貯留
し、下流のピーク流量を低減させる。

ピーク流量
低減

○ 施設下流
中流に遊水地適地となる水田が広がる。地域の
合意形成や関連計画との調整が必要である。

施工中の下流の放水路や今後対策が必要な中
流にも所用の効果のある配置が可能である。

○

河川の途中から分岐する新川を開削し、直接
○
施工中の下流放水路の再度改修や別途新たに

○

4 放水路（捷水路）
海、他の河川又は当該河川の下流に流す水路
である。

ピーク流量
低減

○ 施設下流
施工中の下流放水路の再度改修や別途新たに
放水路を設置することが必要で地域の合意や関
連計画との調整が必要である。

施工中の放水路の拡幅により、所用の効果が見
込まれる。

○

河川の流下断面積を拡大して 河道の流下能力 対策箇所
○

○
5 河道の掘削

河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力
を向上させる。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近及び上
流

河川の状況に応じた最適な掘削、引堤、築堤の
組み合わせ「河道改修」を検討する。

○
河道流下能力向上が見込まれる。 ○

堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地
河道流下

対策箇所
○
河川の状況に応じた最適な掘削 引堤 築堤の

○
6 引堤 側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する。

河道流下
能力向上

○ 付近及び上
流

河川の状況に応じた最適な掘削、引堤、築堤の
組み合わせ「河道改修」を検討する。

河道流下能力向上が見込まれる。 ○

7
堤防のかさ上げ（モバイル

堤防の高さを上げることによって河道の流下能
力を向上させる方策である

河道流下
○

対策箇所
○
河川の状況に応じた最適な掘削、引堤、築堤の

○
河道流下能力向上が見込まれる ○7

堤防 げ（
レビーを含む）

力を向上させる方策である。
道流

能力向上
○

対策箇所
付近

状況 最適 掘削、 堤、築堤
組み合わせ「河道改修」を検討する。

河道流下能力向上が見込まれる。 ○

8 河道内の樹木の伐採
河道内の樹木群を伐採することにより、河道の
流下能力を向上させる。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近及び上
流

×
×
河道内に流下能力を向上させる程の樹木群はなく、伐採の効果は見込めない。

能力向上
流

9 決壊しない堤防
計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を
含む）の流水に対して決壊しない堤防である。

河道流下
能力向上、
被害軽減

×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

×
現状では技術的に実現困難である。

×
流下能力の向上が見込めない。

×

10 決壊しづらい堤防

計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を
含む）の流水に対しも急激に決壊しないような粘
り強い構造の堤防である。

被害軽減 ×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

○
東日本大震災を受けた津波対策として越水に対
し可能な範囲で対策を施した粘り強い堤防など
は決壊しづらい堤防である。

×
決壊をできるだけ緩やかにする考え方であること
から、確実な流下能力の向上が見込めるもので
はない。

×

11 高規格堤防

通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広
い堤防である。堤内地側の堤防の上の土地が
通常の利用に供されても計画を超える洪水によ
る越水に耐えることができる

被害軽減 ×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

×
超過洪水対策であり、計画上、流下能力の向上
を見込んでおらず効果の程度が不明で、実現困
難である

×
超過洪水対策であり、計画上、流下能力の向上
は見込んでおらず効果の程度が不明である。 ×

る越水に耐えることができる。 濫区域 難である。

12 排水機場

自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤
防を越えて強制的に内水を排水するためのポン
プを有する施設である

排水機場
が受け持つ
支川等の ×

排水機場
が受け持つ ×

×
支川等の排水機場は川内沢川の治水効果として見込めない。現雨水排水計画以上の受け入れは
川内沢川の安全度を低下させることにつながり 実現困難であるプを有する施設である。

被害軽減 支川等

13

雨水貯留施設（各戸貯
留、団地の棟間貯留、運

都市部における保水機能の維持のために、雨水
を貯留させるために設けられる施設である

ピーク流量
△

対策箇所

×
実現するには中下流の都市部の住民や雨水排
水事業者の協力が必要で 制度や時間上の課

×
都市部からの雨水排水量による効果は、限定的

×

川内沢川の安全度を低下させることにつながり、実現困難である。

13
留、団 棟間貯留、運
動場、広場等の貯留施
設）

を貯留させるために設けられる施設である。
ク流量

低減
△

対策箇所
下流

水事業者の協力が必要で、制度や時間上の課
題がある。

都市部 水排水量 る効果 、限定
である。

×

雨水浸透施設（浸透ます、 都市部における保水機能の維持のために、雨水
ピ ク流量 対策箇所

×
実現するには中下流の都市部の住民や雨水排

×
都市部からの雨水排水量による効果は 限定的

４
14

雨水浸透施設（浸透ます、
浸透井、透水性舗装等の
浸透施設）

都市部における保水機能の維持のために、雨水
を浸透させるために設けられる施設である。

ピーク流量
低減

△
対策箇所
下流

実現するには中下流の都市部の住民や雨水排
水事業者の協力が必要で、制度や時間上の課
題がある。

都市部からの雨水排水量による効果は、限定的
である。

×



15
遊水機能を有する土地の
保全（河道沿いの池 沼

河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又
は逆流して洪水の一部を貯留し、自然に洪水を
調節する作用を有す池 沼地 低湿地等であ

ピーク流量
△ 施設下流

×
沿川に池、沼地、低湿地等はなく、実現困難で

×15 保全（河道沿いの池、沼
沢、低湿地等）

調節する作用を有す池、沼地、低湿地等であ
る。

低減
△ 施設下流

ある。
－ ×

×
中下流の都市部を守るため、計画上、中上流の

16 部分的に低い堤防の存置
下流の氾濫防止等のため、通常の堤防よりも部
分的に高さを低くしておく堤防。

ピーク流量
低減

△ 施設下流
水田等を氾濫許容とすることは、「土地利用規
制」の対象となり、地域の理解に膨大な時間を
要するなど実現困難である。これらの地区は「遊
水地」として検討する。

－ ×

17 霞堤の存置
霞堤を存置することにより洪水の一部を一時的
に貯留する。

ピーク流量
低減

△ 施設下流
×
川内沢川沿川に霞堤はなく、実現困難である。 － ×

×
中下流の都市部を守るため輪中堤の新設が必

18 輪中堤
ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するた
め、その周囲を囲んで設けられた堤防である。 被害軽減 × 輪中堤内

中下流の都市部を守るため輪中堤の新設が必
要であり、また輪中堤内に該当する道路や鉄道
との調整や改修が必要になるなど実現困難であ
る。輪中堤の対象となる中下流の都市部以外の
中上流の水田等は計画上、氾濫許容となる。

－ ×

「土地利用規制」の対象となり、地域の理解に膨
大な時間を要するなど実現困難である。

×

19 二線堤

本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控
え堤、二番堤ともいう。万一本堤が決壊した場合
に、洪水氾濫の拡大を防止する。

被害軽減 ×
対策箇所
の外側

中下流の都市部を守るため二線堤とすることが
可能な道路等連続盛り土はなく、新設が必要で
ある。二線堤と河道の間を氾濫許容とすること
は、「土地利用規制」の対象となる。用地買収や
土地利用規制などの点で 地域の理解に膨大な

－ ×

土地利用規制などの点で、地域の理解に膨大な
時間を要するなど実現困難である。

堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水
流を緩和するよう 堤内の土地に堤防に沿って 対策箇所

×
沿川に樹林帯はない。樹林帯を設けるため新た

20 樹林帯等
流を緩和するよう、堤内の土地に堤防に沿って
設置された帯状の樹林等である。

被害軽減 ×
対策箇所
の外側

に用地を買収するよりも、「河道改修」として検討
する。

－ ×

×
嵩上げやピロティー化の対象となる世帯数が多

21
宅地のかさ上げ、ピロティ
建築等

盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を
工夫したりすることによって、浸水被害の抑制等
を図る方策である。

被害軽減 ×
嵩上げやピ
ロティー化
した住宅

嵩上げやピ ティ 化の対象となる世帯数が多
く、住民の理解や経済性の点で実現困難であ
る。また、家屋の被害以外は防ぐことができず、
嵩上げ箇所を除く中上流の水田等は、計画上氾
濫許容となる。「土地利用規制」の対象となり、
地域の理解に膨大な時間を要するなど実現困難

－ ×

地域の理解に膨大な時間を要するなど実現困難
である。

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において

×
「部分的に低い堤防の存置」、「輪中堤」、「二線

22 土地利用規制

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、
土地利用の規制・誘導によって被害を抑制する
方策である。建築基準法による災害危険区域の
設定等がある。

被害軽減 ×
規制された
土地

堤」や「宅地のかさ上げ、ピロティー建築等」を実
施して、中流の水田等は、計画上氾濫許容とす
る場合土地利用規制の対象となり、地域の理解
に膨大な時間を要するなど実現困難である。

－ ×

23 水田等の保全
雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりする
という水田の機能を保全することである。

ピーク流量
低減

△対策実
施した場合

対策箇所
下流

×
現状の土地利用を見込んで流出量を算定してお
り、畦畔のかさ上げや堰板の設置等が必要とな
る 水田の稲刈りや中干し時期に協力が得られ

×
水田の稲刈りや中干し時期に協力が得られず、
平成6年9月のような時期の洪水に対する効果に ×

低減 施した場合 下流 る。水田の稲刈りや中干し時期に協力が得られ
ず、実現性に問題がある。

課題がある。

24 森林の保全

主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透
させ、ゆっくり流出させるという森林の機能を保 ピーク流量 △対策実 対策箇所

×
現状の土地利用を見込んでいるため、現状以上

×
森林保全効果を定量的に見込むことは困難であ

×24 森林の保全
全することである。 低減 施した場合 下流 に森林の増加は見込めない。 る。

×

25
洪水の予測、情報の提供
等（ ザ ドマ プ テレ

現状の安全度を大きく上回るような洪水や計画
で想定しているレベルの洪水を大きく上回るよう
な洪水に対して、住民が的確で安全に避難でき 人的被害 避難した

×
ソフト対策であり、ハード対策としては除外する。
ハザードマップは公開済み。

×
ソフト対策による効果は整備目標を満足するとは
言えない。

25 等（ハザードマップ、テレ
ビ、ラジオ、携帯電話等）

な洪水に対して、住民が的確で安全に避難でき
るように、洪水の予測や情報の提供等を行い、
被害の軽減を図る方策である。

人的被害
軽減

×
避難した
人、車等

ザ ドマップは公開済み。 言えない。
×

家屋、家財の資産について、水害に備えるため 保険に入っ ×
×
保険による被害補償は 整備目標を満足すると

５
26 水害保険等 の損害保険である。 被害補償 × ている被害

箇所
ソフト対策であり、ハード対策としては除外する。

保険による被害補償は、整備目標を満足すると
は言えない。

×



流水の正常な機能の維持の検討流水の正常な機能の維持の検討流水の正常な機能の維持の検討流水の正常な機能の維持の検討

流水の正常な機能の維持 １７方策

【検証対象】

ダム

【需要面・供給面の総合的な対応が
必要なもの】

ダム使用権等 振替

【供給面での対応】
（河川区域内）

河道外貯留施設

【供給面での対応】
（河川区域外）

水系間導水１－１．ダム
１－２．不特定単独ダム
２．河口堰

１３．ダム使用権等の振替
１４．既得水利の合理化・転用
１５．渇水調整の強化

５．河道外貯留施設
６．ダム再開発
７．他用途ダム容量の買い上げ

８．水系間導水
９．地下水取水
１０．ため池河 堰

３．湖沼開発
４．流況調整河川

渇水調整 強化
１６．節水対策
１７．雨水・中水利用

他用途ダ 容量 買 げ 池
１１．海水淡水化
１２．水源林の保全

実現性 効果除外
除外

12 14 15 16 17実現性

2,3,4,5,6,8,11,14,16,17
12,14,15,16,17

１－１．ダム

選定結果

１－２．不特定単独ダム
７．他用途ダムの容量買い上げ：※

地 水取水 ※９．地下水取水：※
１０．ため池：※
１３ ダム使用権等の振替 ※１３．ダム使用権等の振替：※

※：利水照会を行い、結果を踏まえて再選定を実施します。

６



流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）流水の正常な機能の維持に係る対策案（総括表）
定量的に効果を見込 概略評価（メ対策案 方法

一般的な利水上の効果 概略評価（メニュー出し）

定量的に効果を見込

めるか
取水可能地点 実現性 効果の程度、発現場所

概略評価（メ

ニュー出し）

1-1 ダム（治水＋不特定）

河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物

である。 ○

ダム下流（導水路の

新設を前提としない

場合）

○

上流にダム築造候補となる谷地形を有する。

○

中上流の必要箇所について、補給が可能である。 ○

ダム下流（導水路の

対策案 方法

1-2 不特定単独ダム
河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物
である。 ○

ダム下流（導水路の

新設を前提としない
場合）

○
上流にダム築造候補となる谷地形を有する。

○
中上流の必要箇所について、補給が可能である。 ○

河川の最下流部に堰を設置することにより、淡水を貯留し、水 湛水区域（導水路の

×

川内沢川に河口はなく、最終的な流下先である名

2 河口堰 源とする。 ○ 新設を前提としない

場合）

取川本川に河口堰を作り、川内沢川中上流の必要
箇所までﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟによる導水を行うことは実現困

難である。

－ ×

3 湖沼開発

湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を

行って貯水池としての役割を持たせ、水源とする。 ○

湖沼地点下流（導水

路の新設を前提とし

×

川内沢川沿川に湖沼はない。 － ×
ない場合）

4 流況調整河川

流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、

水量に余裕のある河川から不足している河川に水を移動させ

ることにより、水の有効活用を図り、水源とする。
○

接続先地点下流（導

水路の新設を前提と
しない場合）

×

近傍河川も降雨流出特性は類似しており、流況が

豊富で、流況調整が可能な河川は存在しない。
－ ×

5 河道外貯留施設（貯水池）

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留すること

で水源とする。 ○

施設下流（導水路の

新設を前提としない
場合）

×

不特定容量分を平地に設置する場合、補給対象の
既得かんがい区域に設置することとなり、実現困

難である。

－ ×

ダ 流（導水路

6
ダム再開発（かさ

上げ・掘削）

既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで利水容量を確

保し、水源とする。 ○

ダム下流（導水路の

新設を前提としない

場合）

×

川内沢川流域内に既設のダムは存在しない。 － ×

他用途ダム容量の
既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて新規利水の
ため 容量とする と 水源とする ○

ダム下流（導水路の
新設を前提と な

○
近傍ダムで、かつ、川内沢川流域まで導水施設の

○7
他用途ダム容量の

買い上げ
ための容量とすることで、水源とする。 ○ 新設を前提としない

場合）
ある他用途の未利用水があるか、関係機関に照会

をかけて改めて判断する。

－ ○

8 水系間導水
水量に余裕のある水系から導水することで水源とする。

○

導水先位置下流（導

水路の新設を前提と
しない場合）

×

他水系として阿武隈川水系があるが、水量に余裕
があるわけではない

－ ×
しない場合） があるわけではない。

9 地下水取水

伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新

設等により、水源とする。 △

井戸の場所（取水の

可否は場所による。
導水路の新設を前提

としない場合）

○
川内沢川上流において、所用の地下水賦存量があ

るか、関係機関に照会をかけて改めて判断する。
－ ○

10
ため池(取水後の貯

留施設を含む。)

主に雨水や地区内流水を貯留するため池を設置することで水
源とする。 ○

施設下流（導水路の
新設を前提としない

場合）

○
川内沢川上流のため池の諸元や補給実績等につ

いて、関係機関に照会をかけて改めて判断する。
－ ○

海沿い（導水路の新
×

11 海水淡水化
海水を淡水化する施設を設置し、水源とする。

○
海沿い（導水路の新
設を前提としない場

合）

海水淡水化施設や川内沢川中上流の必要箇所ま
でﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟによる導水施設が必要でコスト面から

困難である。

－ ×

12 水源林の保全

主にその土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり

と流出させるという水源林の持つ機能を保全し、河川流況の
×

水源林下流（導水路

の新設を前提としな

×

効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難であ
×12 水源林の保全

と流出させるという水源林の持 機能を保全し、河川流況の

安定化を期待する。
× の新設を前提としな

い場合）

－
効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難であ

る。
×

13 ダム使用権等の振替

需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用

権等を必要な者に振り替える。 ○

振替元水源ダム下流

（導水路の新設を前

○

近傍ダムで、かつ、川内沢川流域まで導水施設の

ある、正常流量補給のための未利用水があるか、 － ○13 ダム使用権等の振替 権等を必要な者に振り替える。 ○ （導水路の新設を前
提としない場合）

ある、正常流量補給のための未利用水があるか、
関係機関に照会をかけて改めて判断する。

○

14 既得水利の合理化・転用

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量

の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に伴う需要減

分を 他の必要とする用途に転用する
△

転用元水源下流（導

水路の新設を前提と

×

反復利用など有効活用がすでに行われている。

×

補給対象の既得かんがい用水量に対し効果が限

定的である
×14 既得水利の合理化 転用

分を、他の必要とする用途に転用する。
水路の新設を前提と

しない場合）

反復利用など有効活用がすでに行われている。
定的である。

15 渇水調整の強化

渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とする

ような取水制限を行う。 × － －

×

効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難であ
る。

×

16 節水対策

節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場におけ

る回収率の向上等により、水需要の抑制を図る。 × －

×
最終利用者の意向により効果やその発現時期など

が依存し、実現性に課題がある。

×
効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難であ

る。
×

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の
推進 り 水 地 水を水源とする水需 抑制を

×
最終利 者 意向 り効果 発 時期など

×
効果をあらかじめ定量的 見込む と 困難 あ

７
17 雨水・中水利用

推進により、河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を図

る。
× －

最終利用者の意向により効果やその発現時期など

が依存し、実現性に課題がある。

効果をあらかじめ定量的に見込むことは困難であ

る。
×



今後今後の「検討の場」で説明内容の「検討の場」で説明内容今後今後の「検討の場」で説明内容の「検討の場」で説明内容今後今後の 検討の場」で説明内容の 検討の場」で説明内容今後今後の 検討の場」で説明内容の 検討の場」で説明内容
【治水】 【流水の正常な機能の維持】

１．ダム
３ 遊水地（調節池）等

１－１．ダム
１－２ 不特定単独ダム

【治水】 【流水の正常な機能の維持】

３．遊水地（調節池）等
４．放水路（捷水路）
５．河道の掘削

１ ２．不特定単独ダム
７．他用途ダムの容量買い上げ：※
９．地下水取水：※

６．引堤
７．堤防の嵩上げ

１０．ため池：※
１３．ダム使用権等の振替：※

川内沢ダムの事業等の

利水照会

川内沢ダムの事業等の
点検
・全体事業費

※：今回説明した事項

※：利水照会結果を踏まえて再選定

全体事業費
・工期
・堆砂計画

概略評価結果 概略評価結果
２～５案程度に絞り込み ２～５案程度に絞り込み

上記６案の組合せからなる概略評価 上記６案の組合せからなる概略評価
・コスト重視

・同類の治水対策がある場合は、最も妥当なもの
・コスト重視

・同類の治水対策がある場合は、最も妥当なもの

目的別総合評価（治水） 目的別総合評価（流水の正常な機能の維持）

①安全度（被害軽減効果） ①目標

目的別総合評価（治水）
最適案の抽出

目的別総合評価（流水の正常な機能の維持）
最適案の抽出

①安全度（被害軽減効果）
②コスト
③実現性

①目標
②コスト
③実現性③実現性

④持続性
⑤柔軟性
⑥地域社会 の影響

③実現性
④持続性
⑤地域社会への影響
⑥環境 の影響⑥地域社会への影響

⑦環境への影響
⑥環境への影響

ダム事業に関する総合評価
８


